
一般競争入札公告 

 

Ｊアラート衛星アンテナ導入業務委託に係る一般競争入札について 

 

沖縄県が発注する「Ｊアラート衛星アンテナ導入業務委託」について、一般競争入札に付

するので、次のとおり公告する。 

 

令和８年７月２日 

沖 縄 県 知 事   玉城  康裕  

 

１ 一般競争入札に付する事項 

⑴ 業務名称 Ｊアラート衛星アンテナ導入業務委託 

⑵ 業務場所 那覇市 

⑶ 業務内容 別添仕様書等による。 

⑷ 業務期間 契約締結日の翌日から令和９年３月25日まで 

 

２ 一般競争入札参加資格要件 

「Ｊアラート衛星アンテナ導入業務委託」に係る一般競争入札（以下「本入札」という。）

に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 過去３箇年以内に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）または本県もしくは本県以

外の地方公共団体と同種、同規模以上の契約実績有すること。 

⑵ 令和７・８年度沖縄県入札参加資格者名簿（建設工事）の「電気工事業」又は「電気通

信工事業」に登録されているものであること。 

⑶ 沖縄県内に本社、支社、支店及び営業所等を有すること。 

 

３ 本入札に参加することができない者 

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの間において、本県の指名停止, 

    または指名除外の措置を受けた者 

⑵ 一般競争入札参加資格確認申請期日以前６ヵ月以内に、取引銀行において不渡手形 

   及び不渡り小切手を出した者 

⑶ 会社更正法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者、または民事再生法に基

づく再生手続き開始の申立てがなされている者 

⑷ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者 

⑸ 次の各号に該当する者 



ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力（以

下「暴力団等反社会勢力」という。） 

イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体 

ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいること。 

 

４ 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認 

本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に持参により提出

し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、ならびに競争参加資格がない

と判断された者は本入札に参加することができない。 

⑴ 提出する書類 

ア 一般競争入札確認申請書 

イ 沖縄県土木建築部より通知される「入札参加適格合格通知書」の写し 

ウ 過去３箇年以内に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）または本県もしくは本県

以外の地方公共団体と同種、同規模以上の契約実績 

⑵ 申請書等の提出期間 

令和８年７月２日（木）から令和８年７月９日（木）までの午前９時から１２時、午後

１時から５時の間（土曜、日曜及び祝祭日を除く） 

⑶ 申請書等の提出場所 

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

沖縄県知事公室 危機管理課 本庁舎５階 （TEL：０９８－８９４－７８９０） 

⑷ 入札参加資格の確認結果通知 

令和８年７月10日（金）予定までに、電話又は書面により通知する。 

⑸ 資格の有効期間 

この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。 

⑹ 資格審査申請事項の変更 

入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があった

ときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。 

ア 商号または名称 

イ 住所または所在地及び電話番号 

ウ 氏名（法人に当たっては、代表者の氏名） 

エ 使用印鑑 

オ 法人にあっては資本金 

⑺ 資格の取り消し等 

ア 入札参加の資格を有する者が前記３に該当するに至った場合においては、当該資格を

取り消し、またはその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 



イ 入札参加資格を取り消したときは、当該者にその旨を通知する。 

⑻ 資格の適用 

この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本件業務委託に係る入札に限り、適用

する。 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

入札書は持参により提出すること。なお、郵送または電報による入札は認めない。 

⑴ 入札会場  沖縄県庁５階危機管理センター（危機管理課向かい） 

⑵ 入札日時  令和８年７月16日（木）10時開始 

 

６ 入札及び契約の手続において使用する言語並びに通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 

沖縄県財務規則第 100 条の規定により、見積る契約金額の 100 分の５以上の金額を県に

納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 

ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出

する場合。 

イ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到

来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しない

こととなるおそれがないと認められるとき。 

⑵ 契約保証金 

沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を県に納付す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 

ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出

する場合。 

イ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到

来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められるとき。 

 

８ 入札書に記載する金額 

入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当



該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 

９ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

⑵ 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入する

こと。 

⑶ 代理人が行う委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。なお、委任

状は代理人の印鑑では訂正できない。 

⑷ 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参

により提出すること。 

 

10 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札

に加わることができない。 

⑴ 入札参加資格者のない者が行った入札 

⑵ 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札 

⑶ 同一人物が同一事項について行った２通以上の入札 

⑷ ２人以上の者から委託を受けた者が行った入札 

⑸ 委任状を持参しない代理人の行った入札 

⑹ 入札書の表記金額を訂正した入札 

⑺ 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札 

⑻ 入札条件に違反した入札 

⑼ 談合その他不正の行為があった入札 

⑽ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 

 

11 落札者の決定方法 

⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 

⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立

ち会わない者または、くじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関

係のない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。この場合において、

再度の入札は直ちにその場で行うものとする。なお、再度の入札は２回のみとする。 



⑷ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第８号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 

  

12 その他 

⑴ 申請者及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑵ 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出

者に無断で使用しない。 

⑶ 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。 

⑷ 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑸ 申請者及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れがあ

った場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 

⑹ 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額

は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。 

⑺ その他詳細については、入札説明書による。 

 

13 本案件に関する質問・回答 

質疑については、質疑書に質問事項を記載のうえ、以下のとおり提出するものとする。質

疑事項がなければ提出は不要とする。なお、簡易な質問であれば電話でも受け付ける。 

⑴ 提出期間 令和８年７月２日（木）から令和８年７月９日(火)12 時までの間（土曜、日

曜及び祝祭日を除く） 

⑵ 提出場所 沖縄県知事公室 危機管理課 危機管理班 (担当：福地) 

TEL：０９８－８９４－７８９０、 ＦＡＸ：０９８－８６６－３２０４ 

⑶ 質疑書の提出方法 

持参または郵送、ＦＡＸ及び電子メールによる。提出期間を過ぎたものは受け付けない。

なお、提出された書類は返却しない。 

E-mail: fukuchke@pref.okinawa.lg.jp 

       kannoksk@pref.okinawa.lg.jp 

       miyamsy@pref.okinawa.lg.jp 

⑷ 回答方法 

令和８年７月２日（木）から令和８年７月９日（木）までの間、沖縄県ホームページで

公表する。ただし、質問がない場合は公表しない。 
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